
道教委の意向調査に対する声明と、アンケート結果(速報)を発表

当事者である教職員の声を無視した
条例制定の手続きは認められません

●１０月６日現在、６９３名から回答～「活用したい」との回答はわずか６％

「１年単位の変形労働時間制」導入を可能とするための条例制定にあたって道教委が行った意
向調査に対し、道教組は緊急アンケートを実施しました。昨日ま
でに６９３名から回答を得ることができました。
道教委は、意向調査の回答状況について、「すべての道立学校お

よび市町村教委から回答があった」とし、「令和４年度以降からの
導入も含め『活用できるよう検討したい』との回答は、道立学校、
市町村教委ともに約８割あった」としています。
一方、道高教組・道教組が実施した「緊急アンケート」では、ޟᵴ

ᗧߩ㧠㧏にとどまっており、ᢎᆔ߆ߕࠊߪ╵࿁ߩߣޠߚߒ↪
ะ⺞ᩏ߽ߦࠅ߹ߪߣᄢߥ߈ਵ㔌ߔ߹ࠅ߇。

●管理職からの説明は２４％、制度導入に関する意見を聞かれたとの回答は４％

文科省は、各都道府県・政令市での条例制定を求めるにあたり、「まず、各学校で検討」するこ
ととしています。しかし、「緊急アンケート」では、「１年単位の変形労働時間制」について▤ℂ
⡯ߩࠄ߆⺑ߩߣߚߞ߇࿁╵ߪ㧜㧞㧏ޔᐲዉߦ㑐ࠆߔᗧࠍ⡞ߩߣߚࠇ߆࿁╵ߪ㧞㧏にと
どまっています。߶ߩߤࠎߣቇᩞޔߪߢᬌ⸛߽ᢎ⡯ຬ߳ߩᗧะ⏕߽ޕࠎߖ߹ߡࠇߐ
当事者である教職員の声を無視した意向調査にもとづいて条例制定を行うことは、認められま

せん。

●声明を発表～変形制導入ではなく、抜本的改善をこそ！

道教組は、道高教組と連名で、道教委の意向調査に抗議する声明を発表
し、緊急アンケート集計結果(速報)とともに記者発表しました。
学校の長時間過密労働の実態は深刻です。今年度は、新型コロナウイル

ス感染症に関する様々な対応等により、現場の教職員にはいっそう深刻な
負担が生じています。
異常な長時間過密労働解消には、「１年単位の変形労働時間制」導入で

はなく、少人数学級実現や教職員の大幅増員などの抜本的改善をこそ行う
べきです。少なくとも、現場の声を無視した手続きにより条例を制定させ
ることは認められません。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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